令和８年度ひとり親家庭における物価高騰対策支援事業業務委託 仕様書

１．委託事業名
　　令和８年度ひとり親家庭における物価高騰対策支援事業業務委託

２．業務の目的
本業務は、物価の高騰による影響を受けているひとり親家庭を支援するため、児童扶養手当を受給している世帯に対し、児童数に応じて滋賀県産米を配付することにより、低所得のひとり親世帯における子どもへの緊急的な食糧支援を行うものである。

３．委託期間
契約締結日から令和８年（2026年）12月31日

４．想定件数
児童扶養手当を受給している世帯に提供する県産米（対象児童一人あたり５kg）の調達・配送
・県産米調達数　最大13,000人分（対象児童数13,000人程度×５kg１回）
・県産米配送数　最大8,500世帯分（ただし、１世帯に２人以上の場合もある）
※各配送先エリアの件数の目安は以下のとおり（目安のため変動する可能性あり）
大津圏域：3,325件、南部圏域：2,730件、甲賀圏域：1,290件
東近江圏域：2,145件、湖東圏域：1,755件、湖北圏域：1,340件、高島圏域：415件

５．提供対象者
対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
（１）滋賀県内在住の者。
（２）令和８年５月または６月に令和８年４月分の児童扶養手当を受給している者。

６．業務の内容
（１）県産米の調達・配送
　　ア　受託者は、県が提供した対象者の情報に基づき、対象者への配送を行うこと。
なお、配送の時期については、県と協議の上、決められた時期に配送すること。
　　イ　配送する県産米は、令和７年に収穫された滋賀県産米（みずかがみ）とする。５kg入りビニール袋を段ボール箱等にテープで梱包して配送することとし、配送の際には、県から提供する県産米であることがわかるよう、段ボール箱等に明記すること。
　　　　また、配送の際には、県が提供する文書（Ａ４用紙１枚程度）を同封すること。
　　ウ　県産米の品質等については、食品衛生法（昭和22年法律第233号）に基づき、品質の確保に努めること。
　エ　申請者が申請から配送までの間に転居した場合は、県負担で再配送を行う。
（２）報告書の作成
受託者は、配送した月は、その月末までの配送実績等に関する報告書（任意様式）を、翌月の10日までに、配送が確認できる書類とともに県に提出すること。
（３）その他
　　　配送事故防止のため、配送記録を確認できるようにすること。

７．日程
令和８年７月下旬　    契約締結、業務実施の準備
令和８年８月～　　    準備でき次第配布（配布完了の目途は令和８年11月末とする）
　　
８．個人情報等の取り扱い、守秘義務等
（１）受託者は、個人情報保護法その他の必要な関係法令を遵守しなければならない。
（２）受託者は、本業務を進める上で知り得た秘密を他に漏らし、または委託業務以外の目的で使用してはならない。契約期間の終了または解除の後も同様とする。
（３）受託者は、事業の終了または解除の後、直ちに取得した個人情報を破棄しなければならない。

９．その他
（１）受託者は、業務の実施に際して常に県と綿密な連絡を取り、その指示に従うこと。
　　　また、県は、受託者に対して随時、業務の報告を求めることができる。
（２）管理責任者や担当者等、本業務を適切に実施するために必要な人員を配置し、無理なく業務を実施できる業務スケジュールを組み、スケジュールを県に提示すること。
（３）受託者は、本業務を再委託する場合、事前に再委託範囲および再委託先を県に提出し、協議、了解を得ることとする。また責任者の再委託は認めない。なお、再委託範囲は受託者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題が生じた場合は、受託者の責任においてこれを解決することとする。
（４）受託者は、本業務の実施にあたり、本仕様書にない事項または疑義が発生した場合は、速やかに県と協議を行い、業務を実施すること。
（５）その他、本業務の効果的な実施のために必要な事項については、県と受託者の協議の上、定めることとする。
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